
令和 ８年度 差塩地区外森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外） 

【一貫作業】【Ｒ７当初明許】 

作 業 仕 様 書 

 

 本請負事業の作業仕様書は、製品生産事業請負標準仕様書（19林国業第239号 平成20年3月31日
）、関東森林管理局製品生産仕様書(20関販第3号 平成20年4月10日)及び検知業務仕様書(12関販

第23号 平成12年4月13日)を適用するものとする。 

 ただし、地拵及び保育間伐存置型については、国有林野事業における造林事業請負標準仕様書(1
9林国業第241号 平成20年3月31日)及び関東森林管理局造林事業仕様書（21関森第45号 平成21年
9月25日）を適用し、「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」第1条第13項及び第14項、第18
条第6項及び第7項、第32条第8項は適用しないものとする。 

※いずれも関東森林管理局HPに記載している最新版を適用するものとする。 

 

特 記 仕 様 書 及 び 特 記 事 項 

 

 この請負事業に対する特記仕様書及び特記事項は次に示すとおりとする。 

 

１．放射線障害防止措置について 

 請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するため

の業務等に係る電離放射線障害防止規則」（平成23年厚生労働省令第152号）に基づき、除染等

業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならな

い。 

 

２．保安林等法令制限林箇所の着手について 

 保安林等法令制限林箇所の着手については、土地の形質変更等、必要な事務手続きが整った

後に、監督職員が指示する。 

  

３．国有林野の貸付地あるいは民有地を使用する場合について 

(1)事業箇所周辺等には、国有林野を第三者に貸し付けしている国有地や民有地が所在してい

る場合もあり、事業実行上それらの土地の使用が必要となる場合は、事前に事業者責任にお

いて当該土地権限者等の承諾等を得ること。 

(2)事業実行に当たり、地元住民や土地権限者等と十分な意思疎通を図るとともに、事故・紛

争等が生じないよう努めること。 

 

４．事業用車両の制限及び遵守事項について 

(1)事業用運搬路として公衆に供する道路や林道を通行するにあたっては、道路敷、周辺構造

物等の第三者所有物に鉄板敷工を行うなど対処し、損害を与えないこと。また、国道や県道

等を一時的に占用する際は、事前に監督職員に相談の上、請負者が関係各所と調整する。ま



た、林道及び道路施設への損傷や汚損するような行為があった場合は、原因者負担により対

処すること。 

(2)車両の安全運行、過積載防止等については、法令に基づき荷主又は事業者の責任により遵

守すること。 

  

５．作業路の作設について 

（1）森林作業道の作設は「森林作業道作設指針」（平成 22 年 11 月 17 日付け 22 林整第

656号林野庁長官通知）に基づき行うこととし、別紙「森林作業道作設に係る特記仕様書」

のとおりとする。 

（2）請負者は、作設する森林作業道の路網計画を明示した図面を含めた事業計画書を森林管

理署長に提出し、承認を受けなければならない。 

（3）請負者は、（2）で承認された森林作業道の路網計画に変更が生じたときは、その内容に

ついて事業計画を変更のうえ発注者に提出し、承認を受けなければならない。 

（4）発注者は、伐採・搬出期間中及び搬出後の契約履行状況等を確認し、確認を受けた路線

等が路網計画と異なる施工等により林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の

負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合

において、請負者は発注者の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。 

 

６．CSF（豚熱）への対応について 

CSF（豚熱）の感染拡大防止のため、福島県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努め

ること。 

 

７．事業進捗状況管理 

(1)製品生産事業請負実行管理基準に定める作業日報は、様式2により作成すること。 

(2)毎月、様式1「工程管理表（月別）」を作成し、翌月10日までに提出すること。また、事業

終了時には「工程管理表（最終）」を提出すること。 

 

８．災害発生時における協力について 

請負者は、事業実行期間中において、山火事や集中豪雨等に伴う土砂災害等が発生した場合

は、消火活動や復旧作業等への協力に応じること。 

 

９．丸太筋工について 

(1)丸太筋工は「治山工事標準仕様書」第633条に準じて施行する。 

(2)資材は原則購入資材とし、品質・規格については、別紙丸太筋工標準図のとおり。 

(3)丸太筋工の設置箇所は概ね位置図に示すとおりとするが、具体の設置にあたっては監督職

員の指示によるものとする。 

※この特記仕様書における記載内容の詳細については、監督職員の指示によること。 

 



１０.その他 

(1) 熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について：【別紙１】のとおり 

(2) 安全確保に資する衛星携帯電話の利用について：【別紙２】のとおり 

 

 

  



【別紙１】 

熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について 

 

１ 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正を

行う対象事業である。 

 

２ 用語の具体的な内容は、次のとおりである。 

（１）真夏日 

日最高気温が 30 度以上の日（気象庁が公表している地上気象観測所等の気温）又は暑さ指

数（WBGT 値）が 25 度以上の日（環境省が公表している観測地点の暑さ指数）。 

（２）事業期間 

事業着手日から事業終了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇分として６日間、７月、

８月又は９月を含む事業では夏季休暇分として３日間、事業中止期間は含まない（事業期間に

は不稼働日も含む）。 

（３）真夏日率 

事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間内の真夏日

に含めないものとする。 

 

 

３ 請負者は、契約締結後に提出する事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結

果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。 

なお、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。 

 

４ 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が

公表している観測地点の暑さ指数（WBGT 値）を用いることを標準とする。 

ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則（昭

和 27 年運輸省令第 101 号）第１条の３の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基

準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又は JISB7922 に準拠した電子式

湿球黒球温度指数計（精度区分クラス２以上）により測定した値を用いることも可とする。 

なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。 

 

５ 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。 

 

６ 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算

し請負金額の変更を行うものとする。 

 

※補正係数は1.2 とする。 

真夏日率 ＝ 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間 

補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※ 



【別紙２】 

安全確保に資する衛星携帯電話の利用について 

 

１. 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することがで

きる。 

 

２. 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しな

ければならない。 

 

３. 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現

場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員

の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した場合は、発注

者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。 

 

４. 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を

受けるものとする。なお、事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望

する際は、同様に取り扱うものとする。 

①衛星携帯電話事業者名 

②衛星携帯電話サービス名 

③衛星携帯電話及びこれに関連する機器類（以下「使用端末等」という。） 

④利用料金 

⑤利用期間（○月○日～○月○日まで） 

⑥本事業以外の事業への供用の有無 

他事業名（署名・物件名） 

 

５. 対象とする経費は、１台分のリース代金を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯

電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。 

 

６. 請負者は、事業着手日から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を

提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めた

みなし日とすることも可能とする。 

 

７. 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。 

 

８. 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で共用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリ

ース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、

事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職

員に申し出ること。 



森林作業道特記仕様書 

 

本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」（平成 22 年 11 月 17 日付け 22 林整第 656 号林野庁長官

通知）に基づき、地形・地質、気象条件やこれまでの関東森林管理局管内における路網施工状況等を踏

まえ定めたものである。 

作設する路網は間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用い

られる森林作業道であり、路体は堅固に締め固めた土構造を基本に、構造物は地形・地質等の条

件からやむを得ない場合に限り設置することとし、本特記仕様書により作設する。 

なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とす

る。 

 

第１ 路網 

１ 配置 

路網は、フォワーダ等車輌系林業機械（以下、林業機械等という）が安全に走行でき、か 

つ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。 

①地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。 

②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。 

③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。 

④急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。 

⑤Ｓ字カーブは連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。 

 

２ 幅員 

幅員は、3ｍ以下とする。ただし、林業機械を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な

区間に限って、0.5ｍ程度の余裕を付加することができる。 

 

３ 勾配・排水 

縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林 

業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる、勾配で計画する。 

横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側を 

わずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、 

盛土のり面の保護措置をとる。 

特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる 

転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。 

排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、   

排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処 

理するとともに次の点に留意する。 

② カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。 

②地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、こ 



れらを側溝又は横断排水施設等により排水する。 

 

第２ 施工 

１ 切土 

切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5ｍ程度以内とする。 

切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応

じて 6 分（岩石の場合は 3 分）とする。 

 

２ 盛土 

盛土については、地山に段切りを行った上で、概ね 30ｃｍ程度の層ごとにバケット及び履帯を

用いて十分に締め固める。 

なお、強度を有しない土質の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を概ね 30ｃｍ程度の層

ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。 

盛土のり面勾配は、概ね 1 割とする。盛土高が 2ｍを超える場合は、１割 2 分程度とする。 

ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路

体に十分な強度をもたせる。 

盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路

床高の調整など縦方向での土量調整も行う。  

 

３ 簡易構造物等 

構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。そ

の場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを

選定する。  

 

４ 伐開 

伐開は、幅員に応じた必要最小限の幅とする。 

 

第３ 周辺環境への配慮 

森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象（以下、人家等という）又は水道の 

取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。 

事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するため 

に必要な措置を講じる。 

また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し、指示を受ける。 

 

第４ その他 

１ 表土、根株の扱い 

根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に概ね 30ｃｍ毎

の層毎にバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分

締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。 



根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設すること

は、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、

盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。 

 

２ 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。 

 





造林請負特記仕様書 

〇地拵について(人力) 

急傾斜等の重機による作業が困難な箇所において、人力による地拵を実施する場

合の植幅、置幅については下記のとおりとする。 

作業種 作業仕様 適用林小班等 

全刈地拵 
植幅 ０．５m以上 
置幅 １．７m以内 

(注)寸法の単位は、ｍ以下 1位(10ｃｍ単位)とする。  

〇地拵について(機械) 

(1)枝条の集積について 

•植栽に適さない地形等のうち、流失のおそれのない場所に固めて集積することも認
める。なお、崩落防止のため杭を設置し安定させること。 

•林地保全のため、グラップル等の重機を用いて末木枝条を整理、集積する際に過度
に表土を剥ぎ取らないよう注意すること。 

•高性能林業機械を使用する際は、安全対策を十分に行い作業すること。 

•現場での判断が困難な場合は、監督職員と協議又は指示に基づき作業を行うこと。

作業箇所内訳書のとおり


ノート注釈


ノート注釈


ノート注釈


ノート注釈


ノート注釈


ノート注釈







杭　木

鉄　線

杭　木

側 面 図

正 面 図

丸太筋工横木3段　標準図

横　木 鉄　線

丸 太 筋 工 横 木 3 段

名　　称 規　　格 単　　位

杭　　木
横　　木

長さ0.6～0.8ｍ　径0.1ｍ

長さ2.0ｍ　　　 径0.1ｍ

 

本
本

数　　量

15
15
 

摘　　要

1 0 . 0 ｍ 当 た り

0.
3～

0.
4

0.
6～

0.
8

0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7

2.0

埋戻（横木１段程度）








